
～決算調整から改正消費税・改正印紙税を解説～ 

【日 時】平成26年１月16日(木)午後 1時 30分～3時 30分 

【場 所】吉野作造記念館講座室(大崎市古川福浦1-2-3 TEL0229-23-7100) 

【受講料】無 料 

【定 員】30名(先着順定員になり次第終了とします) 

【講 師】古川税務署 法人課税第一部門 担当官 

【申 込】公益社団法人大崎法人会事務局 TEL0229-23-5859 FAX22-6395 

ＨＰ又は e-mail ohsakih@cocoa.ocn.ne.jp からもお申込みできます。 

事業所名 電話番号

住  所 FAX番号

参加者名 e-mail 

※ご記入頂いた情報は、法人会からの各種案内及び本セミナー受講者への連絡及び名簿作成等に利用いたします。 

法人の適正な申告と決算調整をしていただく

ための留意点等の説明と、平成２６年４月1日

より消費税率が 5％から 8%へ引き上げられる

ことによる、消費税の円滑かつ適正な転嫁を始

め、「領収書」等に係る印紙税の非課税範囲が拡

大されるなどの、改正事項を含めて説明いたし

ます。企業及び実務担当者にとって、実務に沿

った説明となりますので、ぜひ受講されること

をお勧めいたします。 


